
第８章 経 済 環 境 部 市勢

議会

1. 商工業 総務企画部

2. 観　光 財務部

3. 農　業 健康福祉部

4. 公害防止 子ども部

5. 地球環境 生涯学習部

6. ごみ処理 経済環境部

7. し尿処理 都市整備部

8. 産業活力部

9. 選挙管理委員会

10. 監査委員

11. 農業委員会

1. 教育委員会

消防本部

3. 上下水道局

その他
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2.

年

花火大会

年

年

30 44 39,556,347 180,000

30 18 8,509,967 100,000

２

元 45 46,640,566 200,000

元 19 7,258,385 60,000

30,0002,903,80831 16

30,0003,016,09430 15

ます。

及び観光の振興を図り、交流人口の増加に努めます。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

２ ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

２ ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

ます。
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⑸　ドローン撮影・動画制作

　観光振興の推進を図るため、市内の観光素材のドローン撮影、動画制作を行いました。

　・事業費　66,000円

⑹　（仮称）八千代市観光振興計画策定業務

　（仮称）八千代市観光振興計画の策定に係る、住民意識調査、観光事業者調査、近隣自

治体の調査及びモニターツアー等を実施し、観光の現状や課題の分析を行いました。

　・事業費　3,176,541円

・事業費　462,000円

2.

年

花火大会

年

年

30 44 39,556,347 180,000

30 18 8,509,967 100,000

２

元 45 46,640,566 200,000

元 19 7,258,385 60,000

30,0002,903,80831 16

30,0003,016,09430 15

ます。

及び観光の振興を図り、交流人口の増加に努めます。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

２ ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

２ ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

ます。
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日 日

15,101

 1,816

 1,361

名 名

事業推進主体：千葉県
関係機関：桑納川沿岸土地改良区および
千葉県土地改良事業団体連合会（水土里
ネット千葉）

受益者と調整し、関係機関と連携しなが
ら、事業を推進しています。
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7

（令和2年4月1日～令和3年3月31日/348日間）
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元 5 2 34 10 31 0 0 0 82

R2 7 2 63 8 62 0 0 0 142

11

地下水
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5.

　八千代市役所から排出される二酸化炭素などの温室効果ガスの削減を図るため、平成13年度

に地球温暖化防止に向けた「八千代市率先実行計画」を策定しました。その後、令和３年３月

に計画を一部見直し、現在、「八千代市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」（第５次）

としました。

　本計画では、市長部局、教育委員会、消防本部、上下水道局及び市関連施設（指定管理者制

度導入施設を含む）すべてを対象範囲とし、温室効果ガス（二酸化炭素）総排出量を、６年間

で基準年である令和元年度（2019年度）比６％削減することを目指しています。計画の推進に

あたっては、環境マネジメントシステムにより、計画の継続的な改善を図っています。

　自然観察会等により、身近な自然とふれあう活動を通じ、生物多様性の重要性、自然保護

意識の高揚を図る取組みを推進しています。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和２年度は環境作品展、子ども環境教室は中

止しました。

しました。

ウ　自然とのふれあいの場づくり

4.
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6.

⑴　ごみ処理の流れ

化源資さ残却焼却焼みご燃可

立埋別選みご燃不

物燃可)別分(みご

粗大ごみ 破砕選別 鉄(磁性物) 売却

分処託委･渡引･却売)工加(別選物源資

分処託委管　保みご害有

ご み 処 理

　昭和32年７月より八千代町直営事業として塵芥処理を開始し、昭和45年から分別収集を行い､昭和46年か
らは一部収集委託を実施しました。昭和52年６月から資源回収運動を開始し、昭和63年８月から可燃ごみ
週３回、不燃ごみ週１回の収集とし、平成10年１月からは新たに資源物(びん･缶類、紙・布類）を分別
し、５分別収集を実施し、不燃ごみ月１回、有害ごみ月１回の収集に変更しました。平成12年７月には可
燃、不燃・有害ごみについて指定ごみ袋制度を導入し、あわせて資源物にペットボトルと紙パックを加え
定期収集を実施しています。平成17年７月には、粗大ごみ処理の有料化の導入、平成23年７月には、清掃
センターにおいて廃食用油の受入れを開始、平成24年８月には廃食用油の拠点回収を開始し、平成28年10
月には、不燃ごみと有害ごみを同時収集とし、月２回の収集に変更、令和２年１月には、粗大ごみを清掃
センターへ搬入するときの手数料を品目別の点数制から従量制へ変更し、収集するときの手数料について
は900円の区分を新設しました。また、併せて、事業系一般廃棄物の処理手数料を改定しました。これらの
施策により、ごみの減量化・リサイクルの推進を図っています。

　市内全域を収集区域とし、分別収集した可燃ごみは焼却処理し、不燃ごみは手選別により、可燃物、
不燃物及び再資源化が可能なものに分別してそれぞれ処分しています。資源物は選別(加工)して売却、
引渡及び処分を委託しています。
　粗大ごみは、リクエスト方式により収集し、破砕する物と資源物に選別し、破砕する物は粗大ごみ処
理施設で可燃物、磁性物の２種類に破砕・選別しています。
　有害ごみ(廃乾電池・廃蛍光管)は、ドラム缶に密閉保管の上、処分を委託しています。
　廃食用油は、ドラム缶に密閉保管の上、売却しています。

分　処理　処搬運・集収
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⑵　ごみ処理状況

⑶　集団回収

集団回収量

⑷　人員配置及び収集車両台数 (令和３年４月１日現在）

①　人　　員 31名(うち再任用４名)

業務管理班 名

名班設施却焼　　　　ータンセ掃清

１ 名 最終処分班 名

②　収集車両 ２t平ボディ車 ４ 台

 ２tプレスローダー ３ 台

 ２tダンプ ３ 台

 軽トラック ２ 台

計 12 台

⑸　委託・許可業者　

①　委託業者　２組合

②　許可業者

 

（単位：ｔ）
区分

総処理量
処 理 内 容 １　日

当たり
処理量年度

可燃ごみ 不燃ごみ 有害ごみ 粗大ごみ 資源物 ボランティア

30 53,477 45,090 782 60 1,266 6,228 51 147

6,780 38 152

6,238 52 149

　市に登録した自治会、ＰＴＡ、子供会などが、集めた資源物を再利用のために資源回収業者に売却す
ることで活動費の一部とする集団回収事業を推進しています。令和３年４月１日現在で86団体の登録が
あり、回収量１㎏につき４円の奨励金を交付しています。また、資源回収業者に対しても回収量１㎏に
つき４円の協力金を交付しています。

（単位：ｔ）

元 54,658 45,878 864 61 1,566

※ボランティアには不法投棄物を含む。また、端数処理のため内訳と合計が一致しない場合がある。

区分 物　　燃　　不物　　　　燃　　　　可
合　計

年度
新　聞 雑　誌 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 布類 計 金属類 びん 計

30 720 481 405 110 1,716 16 0 16 1,732

４ (０)

業 者 名 委託車輛台数(台) 所 在 地

0 15 1,548

0 15 1,637

 うち再任用人数

23 (４)

元 624 477 405 116 1,622 15

２ 55,341 45,794 985 63 1,680

２ 517 456 436 124 1,533 15

２ (０)

所長１名

副主幹

54計

令和３年４月１日現在
　収集運搬業　20社　　　処分業　２社　　　浄化槽清掃業　９社

八 千 代 清 掃 事 業 協 同 組 合 35 上高野 1384番地7

八千代資源回収事業協同組合 10 大和田新田 640番地1

※事業者は、事業活動に伴い発生した事業系一般廃棄物を、自ら責任をもって処理しなければ
ならず、自ら運搬し処分するか、又は廃棄物の収集、運搬等の許可を受けた者に委託し、処分
しなければなりません。
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⑹　処理手数料（令和３年４月１日現在）

①　事業系一般廃棄物

②　家庭廃棄物

　10㎏につき150円

　　　（10㎏に満たないときは150円）

　規則で定める品目別に

　　　　300円、600円又は900円

③　動物の死体

自己搬入　　　　　　1,030円／体

収集運搬処分　　　　2,060円／体

⑺　ごみ処理施設

①　焼　却　炉

・清掃センター焼却炉概要

※以下の手数料の額には消費税及び地方消費税を含みます。

※粗大ごみの有料化は、平成17年７月１日より実施。令和２年１月１日より、搬入するときの手数料を
従量制へ変更し、収集するときの手数料は900円の区分を新設。

※有料指定ごみ袋制度は、平成12年７月１日（10ℓ用は平成23年８月）より実施。

　手数料の額は、10㎏につき270円。なお、10㎏に満たないときは270円。　

し尿、動物の死体及び
粗大ごみ以外の家庭廃棄物
(乾電池及び枝木を除く)

指定ごみ袋

10ℓ用１枚につき ８円50銭

20ℓ用１枚につき 12円

30ℓ用１枚につき 18円

40ℓ用１枚につき 24円

粗大ごみ

   市長の指定する場所へ
   搬入するとき

   収集、運搬及び処分
   するとき

炉　号　２・１炉　号　３分区

月３年31成平工竣
平成元年３月
平成14年10月（改修）

炉 形 式 全連続式ストーカ炉 全連続式流動床炉

焼 却 能 力 100ｔ／24ｈ×１基 60ｔ／24ｈ×２基

貯 留 ピ ッ ト ㎥005,1㎥000,2

引誘・込押引誘・込押風通

排
ガ
ス
処
理
設
備

器塵集式過ろ器塵集式過ろ置装塵集

有害ガス除去装置
乾式有害ガス除去装置
（消石灰、活性炭吹込）

乾式有害ガス除去装置
（消石灰、活性炭吹込）

余 熱 利 用 場内給湯・温水プール

油重Ａ油重Ａ剤燃助

ｍ55　さ高ｍ95　さ高突煙
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②　粗大ごみ処理施設

⑻　最終処分場

①　最終処分場の概要

所 在 地　　　　八千代市上高野 1010番地1

埋立開始　　　　平成７年11月（平成22年４月より再開）

面　　積　　　　12,300㎡

②　浸出水処理施設

⑼　ポイ捨て防止に関する条例

⑽　不法投棄防止条例

①　市民による監視体制

②　不法投棄現場への立入調査権

③　不法投棄の原状回復命令

④　報奨金支給制度

月01年75和昭工竣

日／ｈ５／ｔ05力能

破 砕 機 型 式 ＳＨ－４／150型シュレッダ

破 砕 方 法 横型回転式衝撃破砕

投 入 口 有 効 寸 法 1,000㎜高×1,500㎜巾

破 砕 寸 法 150㎜以下

月３年６成平工竣

選 別 方 法
磁性物：電磁式吊下型磁選機

非磁性物：風力選別機、回転ふるい

次３分区

面 積 （ 容 積 ） 12,300㎡（141,000㎥）

整 備 年 度 平成４～５年度(平成18～21年度改修）

使 用 重 機 ホイルローダ１台、バックホウ２台、フォークリフト３台

　ポイ捨てを防止することによって、環境美化の推進を図ることを目的とし、平成10年７月１日から
施行しています。特に新川全域を環境美化重点区域として指定し、パトロール・啓発活動を行い、ポ
イ捨て防止に努めています。
　また、幼少期からの教育・啓発が重要と考え、小学生（４年生～６年生）を対象にポイ捨て防止ポ
スターの募集を行い、市内の大型商業施設等で展示を行っています。（令和２年度は新型コロナウイ
ルス感染症対策の影響により、ポイ捨て防止ポスターの募集を中止しました。）

　市民、事業者及び行政が一体となって、年々増加し悪質化する不法投棄の早期発見と防止に努め、
清潔で美しいまちづくりを推進し、良好な生活環境を確保することを目的として、平成14年10月１日
に施行しました。

処 理 能 力 80㎥／日

処 理 方 法 凝集沈澱、回転円板生物処理、砂濾過、活性炭吸着、滅菌処理

脱 水 機 遠心脱水機
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⑾　不法投棄対策

⑿　クリーン基金

7.

⑴　し尿処理状況

　

⑵　し尿収集量及び作業件数

　不法投棄連絡員の委嘱、不法投棄監視装置の設置、不法投棄受付専用電話の設置、横断幕・懸垂幕の
設置、不法投棄物の撤去・指導、不法投棄防止看板の設置、不法投棄パトロール車の配置により、不法
投棄対策の強化を図っています。

　一般廃棄物の排出量の抑制､リサイクルの促進及び一般廃棄物処理施設の整備を図るため、平成14年に
クリーン基金を創設しました。

し 尿 処 理

　本市のし尿処理事業は、昭和40年７月に日量36㎘の処理能力を有する吉橋処理場の完成と同時に開始しま
した。以後、八千代台､勝田台地域を中心に急激な人口の増加に伴い､処理量も増え、昭和51年３月には日量
100㎘の処理能力を有する八千代市衛生センターを建設しました。
　その後、公共下水道の普及に伴うし尿汲取り世帯の減少、浄化槽世帯の増加など搬入状況に変化が生じた
ことから、平成６･７年度に基幹改良工事を行い、処理能力を日量40㎘に､また処理方式を標準脱窒素処理方
式に変更し、し尿処理施設の整備、充実を図りました。

年度
量理処集収口人理処

下水道 浄化槽 汲取り し尿 浄化槽汚泥

30 181,994人 16,289人 682人 1,152kℓ 9,755kℓ

　し尿収集運搬業務は、（公社）船橋市清美公社に委託しています。また、作業を円滑に行うため収集
伝票方式を採用しています。

年度
人 頭 制 従 量 制 作 業 件 数 収 集 量

件 数 量 件 数 量 計 計

元 183,497人 16,157人 621人 1,434kℓ 9,762kℓ

２ 185,828人 16,188人 545人 1,150kℓ 9,699kℓ

1,152kℓ

元 2,810件 515kℓ 2,957件 919kℓ 5,767件 1,434kℓ

２ 2,603件 413kℓ 2,799件 737kℓ 5,402件 1,150kℓ

30 3,030件 522kℓ 2,675件 630kℓ 5,705件

　近年のし尿汲取り人口は減少しています。収集処理量は令和元年度において大型物流倉庫の建設に伴う仮
設便所の設置による増加があったものの概ね横ばいとなっています。
　なお、浄化槽汚泥の収集量についても、概ね横ばいとなっています。
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第９章 都 市 整 備 部 市勢

議会

1. 都市計画 総務企画部

2. 交通体系 財務部

3. 市街地整備 健康福祉部

4. 公園・緑地 子ども部

5. 建　築 生涯学習部

6. 道　路 安全環境部

7. 交通安全 都市整備部

8. 駐車場 産業活力部

選挙管理委員会

監査委員

農業委員会

教育委員会

消防本部

上下水道局

その他

⑶　し尿処理手数料

・し尿及び浄化槽汚泥の処理手数料

⑷　し尿処理施設

・八千代市衛生センターの概要

制　　　　量　　　　従制　　　　頭　　　　人

　・し尿の処理手数料

　　作業１回につき

　　１人～２人世帯   520円

　　３人～４人世帯   820円

　　５人～６人世帯 1,140円

　　７人以上の世帯 1,440円

・浄化槽汚泥の処理手数料

店舗、事業所、学校、寮その他これらに準ずるもの

    10ℓにつき70円

仮設便所で臨時に収集するもの

    10ℓにつき110円

    100ℓにつき120円

　・し尿の処理手数料

※令和元年10月に改定。

　し尿及び浄化槽汚泥は、八千代市衛生センターで処理しています。処理方法は、標準脱窒素処理方式
と凝集分離処理方式の組み合わせにより１次処理、２次処理及び高度処理を経て放流しています。

所 在 地 大和田新田584番地1　

敷 地 面 積 11,555㎡

建 物 面 積 1,909㎡

緑 地 面 積 6,515㎡

処 理 能 力 40㎘／日

放 流 先 新川

周 辺 の 状 況 工業地域

竣 工 年 月 平成８年３月（改修）

処 理 方 法 標準脱窒素処理方式＋凝集分離処理方式

※以下の手数料の額には消費税及び地方消費税を含みます。
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